
「SafeworK向上宣言」は、宮城労働局及び県内の各労働基準監督署のほか、上記の関係団体が運営しています。

様式１

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービス
センター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防
止協会宮城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木
材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会
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 SafeworK 向上宣言

令和6年5月24日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は、事業主として、従業員一人一人が元気かつ安全に働ける企業を目指し、

従業員の心身の健康維持・増進に努めます。従業員の幸せにつながる働き方実

現のため、「健康な心と体」を保つ職場環境づくりに取り組みます。
１ 整理整頓されたオフィス作りを行い、転倒や怪我をしにくい環境作りを行います。

２ 空気洗浄機や加湿器を導入し、様々なウイルス感染の拡大防止に取り組みます。

３ VDT症候群を防ぐための作業環境作りに取り組みます。

４ 高年齢労働者や障害者にとっても、働きやすい環境作りに取り組みます。

私たち従業員は、事業主の宣言に基づき、健康な心と体を保つよう下記の事項

を実践します。

１ 自分の机回りを含め、整理整頓を心掛け、働きやすい環境を整えます。

また、通路に物を置かないようにし、足元の配線などにも注意します。

２ 健康維持のため、うがい手洗いなど自分で予防できることは進んで取り組みます。

３ 作業姿勢に注意をし、休憩時間をしっかり取得し、メリハリのある作業を心がけま

す。

４ 年齢・個人差を配慮した仕事の内容や時間などの調整や、通院などにも配慮し、

他のメンバーでフォロー体制を作り、無理のない範囲での作業をしてもらうよう

取り組みます。


